
議案第６１号 

 

専決処分の承認について《令和３年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）》 

 

令和３年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条

第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。  

 

令和４年４月２１日提出 

 

京丹後市長 中 山  泰 



－１－ 
 

議案第６１号 

 

 

 

 

 

令和３年度 

 

後期高齢者医療事業特別会計補正予算書 

（第２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府京丹後市  

 

 



－２－ 
 

 

 

 



－３－ 
 

専決第９号 

 

   専決処分書 

 

 令和３年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

  令和４年３月３１日 

 

                    京丹後市長   中 山  泰    

 

 

 

令和３年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

 

 

 令和３年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９，３６２千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８６５，８６４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 令和４年３月３１日専決 

 

                            京丹後市長   中 山  泰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

1

                      歳             入             合             計

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料

4 繰 越 金

繰 越 金

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳  入

款 項

1 保 険 料

- 4 -



602,743 8,430 611,173

602,743 8,430 611,173

1,973 932 2,905

1,973 932 2,905

856,502 9,362 865,864

（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計
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1

1

1

                      歳            出            合            計

6 予 備 費

予 備 費

総 務 管 理 費

2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金

後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金

歳  出

款 項

1 総 務 費
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8,224 △383 7,841

6,072 △383 5,689

843,537 9,679 853,216

843,537 9,679 853,216

780 66 846

780 66 846

856,502 9,362 865,864

（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計
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歳　　入　　合　　計 856,502

4 繰 越 金 1,973

１　総　括

歳　入

款 補  正  前  の  額

1 保 険 料 602,743

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
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8,430 611,173

932 2,905

9,362 865,864

（単位：千円）

補    正    額 計 備  　　    考
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8,224 △383

843,537 9,679

780 66

856,502 9,362歳　　出　　合　　計

1 総 務 費

2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金

6 予 備 費

歳  出

款 補正前の額 補 正 額
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7,841 0 0 0 △383

853,216 0 0 8,430 1,249

846 0 0 0 66

865,864 0 0 8,430 932

（単位：千円）

計

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳　

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

備　　　　考
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1 保険料 602,743 8,430 611,173

1 後期高齢者医療保険料 602,743 8,430 611,173

1 特別徴収保険料 398,354 13,058 411,412

2 普通徴収保険料 204,389 △4,628 199,761

4 繰越金 1,973 932 2,905

1 繰越金 1,973 932 2,905

1 繰越金 1,973 932 2,905

２　歳　入

款　　　　　　項　　　　　　目 補正前の額 補 正 額 計
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（単位：千円）

金　額

1 特別徴収保険料現 13,058 特別徴収保険料現年度分 13,058
年度分

1 普通徴収保険料現 △5,628 普通徴収保険料現年度分 △5,628
年度分

2 普通徴収保険料滞 1,000 普通徴収保険料滞納繰越分 1,000
納繰越分

1 前年度繰越金 932 前年度繰越金 932

004 後期高齢者医療事業特別会計

節

区　分
説　　明
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国府支出金 地 方 債 そ の 他

1 総務費 8,224 △383 7,841 △383

1 総務管理費 6,072 △383 5,689 △383

1 一般管理費 6,072 △383 5,689 △383

2 後期高齢者 843,537 9,679 853,216 8,430 1,249
医療広域連
合納付金

1 後期高齢者 843,537 9,679 853,216 8,430 1,249
医療広域連
合納付金

1 後期高齢者 843,537 9,679 853,216 8,430 1,249
医療広域連
合納付金

8,430
13,058

△5,628
1,000

6 予備費 780 66 846 66

1 予備費 780 66 846 66

1 予備費 780 66 846 66

保険料
　特別徴収保険料現年度分
　普通徴収保険料現年度分
　普通徴収保険料滞納繰越分

補   正   額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

３　歳　出

款　項　目 補正前の額 補 正 額 計
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（単位：千円）

11 役 務 費 △383 一般管理費 △383

18 負 担 金 ､ 補 助 9,679 保険料納付金 9,679
及 び 交 付 金

予備費 66

004 後期高齢者医療事業特別会計

説　　明

節

区　  分 金　  額

- 15 -



議案第 ６１ 号

　令和３年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）説明資料

　

　

01　保険料 01　総務費

 １ 　後期高齢者医療保険料  １ 　総務管理費

　（1）特別徴収保険料 　（1）一般管理費

　（2）普通徴収保険料 役務費

普通徴収保険料現年度分 ・通信運搬費不用額の減額

普通徴収保険料滞納繰越分

02　後期高齢者医療広域連合納付金

 １ 　後期高齢者医療広域連合納付金

普通徴収納付金

04　繰越金 ・広域連合納付金の増額

　  １ 　繰越金

　（1）繰越金 06　予備費

 １ 　予備費

　（1）予備費

・歳入、歳出予算総額調整の増額

　
　
　 補正額 補正額

　【主な収入内訳】 　【主な支出内訳】

( 199,761千円 )

△ 5,628千円 ( 197,761千円 )

9,362千円 ( 865,864千円 )

・前年度繰越金確定に伴う増額

補正額 （補正後予算額）

8,430千円 ( 611,173千円 )

・保険料収納見込みに伴う増額

932千円 ( 2,905千円 )

932千円

補正額

　（1）後期高齢者医療広域連合納付金

13,058千円 ( 411,412千円 )

△ 4,628千円

1,000千円 ( 2,000千円 )

( 2,905千円 )

（補正後予算額）

△ 383千円 ( 5,689千円 )

△ 383千円 ( 5,689千円 )

△ 383千円 ( 4,717千円 )

9,679千円 ( 853,216千円 )

9,679千円 ( 853,216千円 )

9,679千円 ( 200,597千円 )

( 865,864千円 )9,362千円

66千円

66千円

( 846千円 )

( 846千円 )


